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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　足裏の少なくとも踵の底面を覆う底部を有した本体部と、
　前記底部に設けられるクッション部材と、を備え、
　前記クッション部材には、踵の位置が高く設けられた靴を履いた際に、前記踵の一部が
掛着される段部が設けられており、
　前記段部は、前記底部に対して７０度以上の立ち上がり角を有し、
　前記クッション部材は、前記足裏側に位置する表面と、
　前記靴側に位置する裏面と、を備え、
　前記表面は、その表面側が膨らむように湾曲した曲面部を有しており、
　前記曲面部は、立方骨と、楔状骨と、舟状骨と、を支持していることを特徴とする、ク
ッション付靴下。
【請求項２】
　前記曲面部は、内側縦曲面部と、外側縦曲面部と、横曲面部と、を備え、
　前記内側縦曲面部は、第１中足骨と、内側楔状骨と、舟状骨と、距骨と、踵骨と、を支
持し、
　前記外側縦曲面部は、第５中足骨と、立方骨と、踵骨と、を支持し、
　前記横曲面部は、第１～第５中足骨を支持することを特徴とする、請求項１に記載のク
ッション付靴下。
【請求項３】
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　前記クッション部材は、２つの等辺と底辺とを有する略二等辺三角形状に形成されてお
り、
　前記段部は、前記底辺に設けられていることを特徴とする、請求項１又は請求項２に記
載のクッション付靴下。
【請求項４】
　前記本体部は、足裏全体を覆う前記底部と、足先を覆う足先カバー部と、踵の側面を覆
う踵カバー部と、を備え、
　前記底部は、伸縮材料によって形成されていることを特徴とする、請求項１～３の何れ
かに記載のクッション付靴下。
【請求項５】
　前記本体部は、踵の底面を覆う前記底部と、足の甲を覆う足背カバー部と、踵の側面を
覆う踵カバー部と、を備え、
　前記底部及び前記足背カバー部は、伸縮材料によって形成されていることを特徴とする
、請求項１～３の何れかに記載のクッション付靴下。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、足裏を支持するクッションを備え、前滑りを防止する靴下であって、特に、
ハイヒールやパンプスを履く人の足への負担を軽減させるクッション付靴下に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　人間の足は、多くの小さな骨と、これらを取り巻く筋肉および腱と靭帯で成り立ってお
り、人が立ったり歩いたりする際には、これらの骨、筋肉および腱、靭帯が細かく動くこ
とによって、足への負担が自然に軽減されるよう構成されている。
【０００３】
　特に足裏には、負担を分散させる構造として、親指の付け根から踵にかけて前後方向に
延びる内側縦アーチＬ１と、小指の付け根から踵にかけて前後方向に延びる外側縦アーチ
Ｌ２と、親指の付け根から小指の付け根にかけて左右方向に延びる横アーチＬ３と、が形
成されている（図７参照）。これらの３つのアーチが足裏に作用する荷重や衝撃を受け止
め、足の一部のみに負荷がかかりすぎないよう構成されている。
【０００４】
　ところで、一般的に、女性は身長を高く見せたりスタイルを良く見せるために、踵が高
く設けられたハイヒール又はパンプスを好んで着用する。
　しかしながら、このようなハイヒールにおいては、上記３つのアーチのいずれかが崩れ
たり、足先が前方に滑って圧迫されたりすることにより、足先に過剰な負荷がかかってし
まっていた。そして、この足先への過剰な負荷は、外反母趾や、足指の関節の変形、神経
損傷、骨壊死、疲労骨折、足首の捻挫、等を引き起こす原因となっており、ハイヒール靴
を愛用する多くの女性にとって切実な問題となっていた。
【０００５】
　このような問題に対し、特許文献１には、「インソールの支持面は、足裏に作用する圧
力を分散させるような曲率および形状で前後方向にアーチ状に形成されたハイヒール靴」
の技術が記載されている。このように、ハイヒール着用時の足裏における圧力分布の偏り
、すなわち局所的な圧力集中を解消させることにより、足の安定性を高めることができ、
足の疲労を抑えて、足への負担を軽減させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－６６０５０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、人間が裸足で平地に立つ場合には、体重の約８割もの負荷が踵によって支持
されており、残りの約２割の負荷が足先によって支持されている。そのため、足の骨の中
でも、踵骨は一番大きく形成されており、体重の負荷の大部分を受け止める構造となって
いる。このように、人間の身体の構造は、踵に体重の負荷を集中させて、適切な体の重心
を保つことができるよう構成されている。
【０００８】
　また、外反母趾や偏平足など、足の形状の変形による症状は、足を構成する舟状骨、立
方骨、及び、楔状骨の位置が変位してしまうことが関係している。このとき、体の重心に
異常があると、上記各骨の位置の変位を助長してしまうだけでなく、膝、股関節、腰へと
痛みが広がり、健康状態を損ねてしまう。そのため、外反母趾や偏平足の抑制や改善を行
うためには、適切な体の重心を保ち３つのアーチを形成する為にも、舟状骨、立方骨、及
び、楔状骨を適切位置に保持することが重要である。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載の発明においては、足裏全体に体重の負荷を均一に分
散させている。そのため、足裏における圧力分布は、人間が裸足で平地に立った状態（踵
に体重の負荷が集中した状態）とは全く異なったものとなり、体の重心は人間本来の好ま
しい位置からずれてしまう。このように、適切な体の重心を保つという観点からすれば、
特許文献１に記載の発明は、外反母趾や足指の関節の変形等の予防及び改善に望ましいも
のではなかった。
【００１０】
　本発明者は、以上の点に着目し、ハイヒールやパンプス等の踵が高く設けられた靴の着
用時においても、体重の負荷を局所的に踵へ集中させることで、人間が裸足で平地に立っ
た状態と同様の足裏の圧力分布を形成して、体の重心を好ましい位置に安定させる方法を
見出した。さらに、これによって舟状骨、立方骨、及び、楔状骨を適切位置に保持するこ
とができ、外反母趾や足指の関節の変形等の予防及び改善に有効であることを見出した。
【００１１】
　また、特許文献１のように、ハイヒールの足底やインソールに予め隆起部やクッション
が設けられている場合には、多数の人に適用させることが難しかった。すなわち、足裏の
大きさや形状は人によって異なるため、インソールの大きさやクッションの最適位置等が
人によって異なる。そのため、様々なパターンのハイヒールやインソールを作成する必要
があり、１つのインソールを複数人に適用することができなかった。
【００１２】
　さらに、特許文献１に記載の発明は、インソール表面の前後方向にアーチの支持面を設
け、内側縦アーチ及び外側縦アーチの好ましい形状を支持している。しかしながら、横ア
ーチを支持する構造については具体的に記載されておらず、足裏の３つのアーチの形状を
同時に保持することができなかった。
【００１３】
　本発明は、かかる実情に鑑み、ハイヒールやパンプスを着用する際に、踵に体重の負荷
を集中させることによって、体の重心を適切な位置に保持し、前滑りを防止することがで
きるクッション付靴下を提供することを課題とする。
　また、本発明は、ハイヒールやパンプスを着用した際に、クッションの位置を着用者の
好ましい位置に容易に調節することができ、足裏の好ましい３つのアーチの形状を支持す
ることができるクッション付靴下を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するため、本発明に係るクッション付靴下は、足裏の少なくとも踵の底
面を覆う底部を有した本体部と、前記底部に設けられるクッション部材と、を備え、前記
クッション部材には、踵の位置が高く設けられた靴を履いた際に、前記踵の一部が掛着さ
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れる段部が設けられており、前記段部は、前記底部に対して７０度以上の立ち上がり角を
有していることを特徴とする。
【００１５】
　このように、クッション部材には踵骨の一部が掛着される段部が設けられている。これ
により、ハイヒールを履いた際に、足先方向に足が滑ることを抑制しつつ、人間が平地に
立った状態と同じように、踵に体重の負荷を集中させて、体の重心の位置を適切に保つこ
とができる。
【００１６】
　本発明の好ましい形態では、前記クッション部材は、前記足裏側に位置する表面と、前
記靴側に位置する裏面と、を備え、前記表面は、その表面側が膨らむように湾曲した曲面
部を有しており、前記曲面部は、立方骨と、楔状骨と、舟状骨と、を支持することを特徴
とする。
　このように、曲面部が、立方骨と、楔状骨と、舟状骨と、を支持することによって、３
つのアーチを形成し足裏の好ましい形状を保って、外反母趾や足指の関節の変形等の予防
及び改善を行うことができる。
【００１７】
　本発明の好ましい形態では、前記曲面部は、内側縦曲面部と、外側縦曲面部と、横曲面
部と、を備え、前記内側縦曲面部は、第１中足骨と、内側楔状骨と、舟状骨と、距骨と、
踵骨と、を支持し、前記外側縦曲面部は、第５中足骨と、立方骨と、踵骨と、を支持し、
前記横曲面部は、第１～第５中足骨を支持することを特徴とする。
　このような構成とすることで、足裏の３つのアーチの好ましい形状を保持することがで
きる。
【００１８】
　前記クッション部材は、２つの等辺と底辺とを有する略二等辺三角形状に形成されてお
り、前記段部は、前記底辺に設けられていることを特徴とする。
　このように、略二等辺三角形状のクッション部材を採用することで、より簡易な構成に
よって前記足裏の３つのアーチの形状を保持することができる。そのため、本発明に係る
靴下の製造性を向上させることができる。
【００１９】
　前記本体部は、足裏全体を覆う前記底部と、足先を覆う足先カバー部と、踵の側面を覆
う踵カバー部と、を備え、前記底部は、伸縮材料によって形成されていることを特徴とす
る。
　このように、底部が伸縮材料によって形成されていることによって、クッション部材の
位置を着用者の好ましい位置に移動させることができる。
【００２０】
　前記本体部は、踵の底面を覆う前記底部と、足の甲を覆う足背カバー部と、を備え、前
記底部及び前記足背カバー部は、伸縮材料によって形成されていることを特徴とする。
　このように、底部及び足背カバー部が伸縮材料によって形成されていることによって、
幅広いサイズの足に適用することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は、ハイヒールやパンプスを着用する際に、体重の負荷を踵に集中させることに
よって、体の重心を適切な位置に保持し、前滑りを防止することができるクッション付靴
下を提供することができる。
　また、本発明は、ハイヒールやパンプスを着用した際に、クッションの位置を着用者の
好ましい位置に容易に調節することができ、足裏の好ましい３つのアーチの形状を支持す
ることができるクッション付靴下を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態１に係るクッション付靴下の分解斜視図である。
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【図２】本発明の実施形態１に係るクッション付靴下のクッション部材と足の骨との対応
関係を示す右足の左側面図である。
【図３】本発明の実施形態１に係るクッション付靴下のクッション部材と足の骨との対応
関係を示す右足の底面図である。
【図４】本発明の実施形態１に係るクッション付靴下とハイヒールとを装着した状態を示
す右足の透過左側面図である。
【図５】本発明の実施形態１に係るクッション付靴下とハイヒールとを装着した状態を示
す右足の透過斜視図である。
【図６】本発明の実施形態２に係るクッション付靴下を示す右足の透過斜視図である。
【図７】足裏の好ましい３つのアーチを示す右足の透過斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明を図面に示した好ましい実施形態１及び実施形態２について詳細に説明す
る。本発明の技術的範囲は、添付図面に示された実施形態に限定されるものではなく、特
許請求の範囲に記載された範囲内において、適宜変更が可能である。
【００２４】
＜実施形態１＞
　図１は、本発明の実施形態１に係るクッション付靴下Ａ（以下靴下Ａ）を示している。
この靴下Ａは、本体部１０と、クッション部材２０とを備えている。本発明を説明するに
当たって、図面に示した靴下Ａは、足先と踵を含む足底とを被覆するとともに足甲および
足首を露出するフットカバーを示しているが、本発明においてはこれに限定されず、足甲
および足首を覆うショートソックス、ふくらはぎを覆うニーハイソックス、をも含むもの
である。
　また、靴下Ａは左右２つ１組で使用されるが、各靴下Ａは左右対称の同一構造を有して
いるため、靴下Ａの構造を説明する際には、右足の靴下Ａの構造についてのみ説明する。
【００２５】
　図１に示すように、本体部１０は、底部１１と、足先を覆う足先カバー部１２と、踵を
覆う踵カバー部１３と、を有している。また、図１においては、足先カバー部１２と踵カ
バー部１３との間には、足の側面を覆う側面カバー部１４がさらに設けられており、足の
全周を覆うよう構成されている。
【００２６】
　これらの底部１１、足先カバー部１２、踵カバー部１３、及び、側面カバー部１４は、
市販の靴下に用いられる、綿、アクリル、ナイロン、ポリエステル、ウール、ポリウレタ
ン等の生地によって形成されている。中でも、伸縮性を有した生地であるナイロン及びポ
リウレタンが好ましく用いられる。このように、伸縮性の材料によって形成されているこ
とで、靴下Ａの各部位の生地が伸縮して、足の形状にフィットするよう構成されている。
　また、この後、底部１１について説明する際には、足と接する面を表面、靴と接する面
を裏面とする。
【００２７】
　また、足先カバー部１２と踵カバー部１３との足の地肌と接触する履き口部分には、弾
性材料で形成された滑り止め１５が設けられていることが望ましい。この履き口部分に設
けられた滑り止め１５によって、容易に脱げてしまうことを抑制することができる。
　さらに、図１には示していないが、底部１１の裏面に滑り止めを設けることが望ましい
。特に、体重のかかる踵部やクッション部材２０が設けられている位置に滑り止めを設け
ることで、靴の中で靴下Ａ自体が前滑りしてしまうことを防止することができる。
【００２８】
　クッション部材２０は、足と接する側の表面２０ａと、靴に接する側の裏面２０ｂと、
を有し、側面視においては表面２０ａ側が膨らむように湾曲した形状（図２参照）に、平
面視においては略二等辺三角形状（図３参照）に形成されている。
　また、この略二等辺三角形状は、踵側に位置する底辺と、親指側に位置する等辺を内側



(6) JP 5959079 B1 2016.8.2

10

20

30

40

50

等辺と、小指側に位置する外側等辺と、を有し、これらの各辺が少し湾曲した形状に形成
されている。ここで、内側等辺は足の内側に向かって膨らむように湾曲し、外側等辺は足
の内側に向かって凹むように湾曲している。
【００２９】
　このクッション部材２０は、底部１１の表面又は裏面の何れか一方に取り付けられ、弾
性を有した素材によって形成されている。このような材料としては、例えば、ウレタン樹
脂等の弾力性を有する合成樹脂、天然ゴム等の弾力性を有する天然樹脂等が挙げられる。
また、上記弾性材料を、綿、アクリル、ナイロン、ポリエステル、ウール、ポリウレタン
等によって覆うように構成してもよい。このように形成されたクッション部材２０は、縫
合や接着剤等の接着手段によって底部１１に取付けられている。
【００３０】
　クッション部材２０の表面２０ａには、段部２１と、曲面部２２と、が設けられている
。
　段部２１は、図２及び図３に示すように、二等辺三角形の底辺位置に設けられており、
高さＨを有している。この高さＨは、好ましくは５ｍｍ以上、より好ましくは５～２０ｍ
ｍの範囲、さらに好ましくは１０～１５ｍｍの範囲で形成されている。また、この段部２
１は、底部１１から７０度以上の立ち上がり角Ｒを有していることが望ましい。
【００３１】
　曲面部２２は、図３に示すように、内側等辺と底辺との間に設けられる内足縦曲面部２
２ａと、外側等辺と底辺との間に設けられる外側縦曲面部２２ｂと、内側等辺と外側等辺
との間に設けられる横曲面部２２ｃと、を有している。
　内側縦曲面部２２ａは第一中足骨３６ａと内側楔状骨３５ａと舟状骨３３と距骨３２と
踵骨３１とを支持し、外側縦曲面部２２ｂは第５中足骨３６ｅと第４中足骨３６ｄと立方
骨３４と踵骨３１とを支持し、横曲面部２２ｃは第１中足骨３６ａ～第５中足骨３６ｅを
支持するように形成されている。
【００３２】
　次に、図４及び図５を用いて、クッション部材２０と足の骨３０との位置関係について
詳細に説明する。
　図４は、この靴下Ａと、ハイヒールＳとを装着した状態の透過側面図を示している。
　この時、クッション部材２０の段部２１が、踵の一部に引っ掛かる位置に設けられるた
め、体重の負荷を踵に集中させることができるよう構成されている。
【００３３】
　図５は、この靴下Ａと、ハイヒールＳとを装着した状態の透過斜視図を示している。
　この時、親指の付け根から踵にかけて前後方向に延びる内側縦アーチＬ１は内足縦曲面
部２２ａによって、小指の付け根から踵にかけて前後方向に延びる外側縦アーチＬ２は外
側縦曲面部２２ｂによって、親指の付け根から小指の付け根にかけて左右方向に延びる横
アーチＬ３は横曲面部２２ｃによって、それぞれ支持されるよう配置されている。
【００３４】
　本発明によれば、図４に示すように、クッション部材２０に設けられた段部２１が、踵
に掛着して支持することで、体重の負荷を踵部に集中させることができる。これによって
、ハイヒールを着用した場合であっても、人間が平地に立った状態と同じような足裏の圧
力分布を形成することができ、体の重心の位置を適切に保つことができる。そのため、舟
状骨３３、立方骨３４、及び、楔状骨３５を適切位置に保持することができ、外反母趾等
の予防及び改善することができる。
【００３５】
　また、本発明によれば、クッション部材２０に設けられた段部２１が、踵に掛着して支
持することで、足裏が前滑りしてしまうことを防止することができる。このように足裏が
前滑りしてしまうことを防止することで、つま先に体重が集中してしまうことを抑制して
外反母趾等を予防することができる。
【００３６】
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　また、本発明によれば、クッション部２０の表面２０ａに、舟状骨３３、立方骨３４、
及び、楔状骨３５を支持する曲面部２２が設けられていることにより、上記各骨の位置が
変位してしまった場合であっても、好ましい位置に戻すことができる。そのため、上述し
た段部２１と協働して、上記各骨を好ましい位置に保持して、外反母趾等の予防及び改善
を行うことができる。このとき段部２１の高さＨを、５ｍｍ以上に形成することにより、
上記各骨を有効に押圧することができる。
【００３７】
　また、本発明によれば、曲面部２２が、内側縦アーチＬ１を支持する内足縦曲面部２２
ａと、外側縦アーチＬ２を支持する外側縦曲面部２２ｂと、横アーチＬ３を支持する横曲
面部２２ｃと、を有していることにより、足裏の３つのアーチを好ましい形状に保持する
ことができる。
　これによって、ハイヒールを履いている時に、足裏の３つのアーチの形状が崩れてしま
うことを抑制することができる。
【００３８】
　また、本発明によれば、クッション部材２０の形状を、膨らみを有した略二等辺三角形
状とすることにより、容易に足裏の３つのアーチを保持することができるクッション部材
を製造することができる。
【００３９】
　また、本発明によれば、本体部１０の底部１１を伸縮性素材によって形成することによ
り、着用者の足の形状に合わせて伸縮し、底部１１に設けられたクッション部材２０の位
置を、着用者の好ましい位置に容易に移動させることができる。
【００４０】
　また、本発明によれば、段部２１の立ち上がり角Ｒが７０度以上あることで、スタイル
を良く見せると共に、足の骨３０の位置を矯正することができる。段部２１の立ち上り角
度が７０度以上であれば、舟状骨３３、立方骨３４、及び、楔状骨３５の位置を支持し矯
正を効果的に行うことができるが、平面を歩く場合には、歩行にかなりの不快感を伴って
しまう。しかしながら、本発明は、ハイヒールＳを履くことにより、段部２１を踵に掛着
させて体重を支持することができるため、不快感を伴わずに、各足の骨の支持又は補強を
行うことができる。
【００４１】
＜実施形態２＞
　以下、本発明の実施形態２に係るクッション付靴下Ｂ（以下靴下Ｂ）について、図８を
参照して詳細に説明する。この靴下Ｂの本体部１０は、先の実施形態１の本体部１０と比
べて、足甲が覆われている点と、足先が露出している点で、異なった形状を有している。
なお、同実施形態において、先の実施形態と基本的に同一の構成要素については、同一の
符号を付してその説明を簡略化する。
【００４２】
　この実施形態２に係る本体部１０は、図６に示すように、踵の底面を覆う底部１１と、
足の甲を覆う足背カバー部１６と、を備え、底部１１及び足背カバー部１６は、伸縮性を
有する材料によって形成されている。
　また、図６には、示されていないが、先の実施形態１の靴下Ａと同様に底部１１には、
クッション部材２０が設けられている。
【００４３】
　このように、足先カバー部１２の代わりに、足背カバー部１６を採用することで、着用
者の足の直径に制限されることがない。すなわち、足先カバー部１２によって、足に装着
する場合には、足先と踵によって足に係止させられていたため、底部１１の伸縮を超える
足の大きさには、着用することができなかった。
　しかしながら、本実施形態によれば、足背カバー部１６を採用することで、足の甲と踵
とで固定するため、足の直径に左右されることなく、幅広いサイズの足に適用することが
できる。
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【００４４】
　また、図６においては、足の踝まで覆われた靴下Ｂを示しているが、足首や、脹脛を覆
うカバー部をさらに有していても良く、特許請求の範囲に記載された範囲内において、適
宜変更が可能である。
【符号の説明】
【００４５】
　Ａ、Ｂ　　靴下
　１０　　　本体部
　１１　　　低部
　１２　　　足先カバー部
　１３　　　踵カバー部
　１４　　　側面カバー部
　１５　　　すべり止め
　１６　　　足背カバー部
　２０　　　クッション部材
　２１　　　段部
　２２　　　曲面部
　２２ａ　　内足縦曲面部
　２２ｂ　　外側縦曲面部
　２２ｃ　　横曲面部
　３０　　　足の骨
　３１　　　踵骨
　３２　　　距骨
　３３　　　舟状骨
　３４　　　立方骨
　３５　　　楔状骨
　３５ａ　　内側楔状骨
　３５ｂ　　中間楔状骨
　３５ｃ　　外側楔状骨
　３６　　　中足骨
　３６ａ　　第１中足骨
　３６ｅ　　第５中足骨
　Ｌ　　　　足
　Ｌ１　　　内側縦アーチ
　Ｌ２　　　外側縦アーチ
　Ｌ３　　　横アーチ
　Ｓ　　　　ハイヒール

 
【要約】
【課題】
　ハイヒールやパンプスを着用する際に、踵に体重の負荷を集中させることによって、体
の重心を適切な位置に保持し、前滑りを防止することができるクッション付靴下を提供す
ることを課題とする。
【解決手段】
　足裏の少なくとも踵の底面を覆う底部１１を有した本体部１０と、前記底部１１に設け
られるクッション部材２１と、を備え、前記クッション部材２０には、踵の位置が高く設
けられた靴を履いた際に、前記踵の一部が掛着される段部２１が設けられていることを特
徴とする。このように、クッション部材２０に設けられた段部２１が、踵に掛着して支持
することで、体重の負荷を踵部に集中させることができる。これによって、ハイヒールを
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着用した場合であっても、人間が平地に立った状態と同じような足裏の圧力分布とするこ
とができ、体の重心の位置を適切に保って、前滑りを防止することができる。
【選択図】図１

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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